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平成３０年岳南排水路管理組合議会定例会（１０月）会議録 

平成３０年１０月１７日（水） 

１ 出 席 議 員（９名） 

２番 小 山 忠 之 議員 

３番 前 島 貞 一 議員 

４番 須 藤 秀 忠 議員 

５番 小 松 快 造 議員 

６番 佐 野 智 昭 議員 

７番 杉 山  諭  議員 

８番 山 下 い づ み 議員 

９番 萩 野 基 行 議員 

１０番 中 村 憲 一 議員 

２ 欠 席 議 員（１名） 

１番 松 本 貞 彦 議員 

３ 説明のため出席した者（９名） 

管 理 者 小長井 義 正 君 

副 管 理 者 仁 藤   哲  君 

監 査 委 員 山 田 充 彦 君 

富士市上下水道部長 山 田 教 文 君 

富士市産業経済部長 成 宮 和 具 君 

富士宮市水道部長 惟 村 克 巳 君 

局 長 渡 辺  孝  君 

参事兼施設課長 田 中 秋 仁 君 

総 務 課 長 髙 野 新 次 君 

４ 出席した事務局職員（４名） 

庶 務 係 長 根 上 忠 記 君 

管 理 係 長 小 泉 大 輔 君 

庶 務 係 主 査 渡 邊 友 貴 君 

庶 務 係 主 事 補 佐 野 光 則 君 
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５ 議 事 日 程 （第１号） 

日程第１  議長選挙について  

６ 議 事 日 程 （第１号－２） 

日程第１  副議長選挙について  

７ 議 事 日 程 （第１号－３） 

日程第１  議席の指定 

日程第２  会議録署名議員の指名 

日程第３  会期の決定 

日程第４  報第１号  専決処分の報告について 

日程第５  認第１号  平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第６  議第３号  平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

ついて（第１号） 

日程第７  議第４号  岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 

関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第８  議第５号  岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

を求めることについて 
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午前１０時 開 会 

○局長（渡辺 孝君） ここで、本定例会に欠席する議員をご報告いたします。松本貞彦

議員は所用のため欠席する旨の届け出がございましたので、ご報告をいたします。 

 会議に先立ちまして、本日、議会開催中に、管理組合の広報用及び報道機関の写真を撮

らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本定例会は、当組合議会議員の改選後、最初の議会でありますので、議長が選挙される

までの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うこと

になっております。 

 出席議員中、小山忠之議員が年長議員でありますので、ご紹介をいたします。小山議

員、議長席へお願いいたします。 

（臨時議長、議長席に着席） 

○臨時議長（小山忠之議員） ただいまご紹介いただきました小山でございます。地方自

治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。何とぞよろしくお願い申し

上げます。 

 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに会議を開きます。 

 この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。 

日程第１ 議長選挙について 

○臨時議長（小山忠之議員） 日程第１ 岳南排水路管理組合議会議長選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 議長選挙の方法についてご意見を求めます。 

○１０番（中村憲一議員） 議長。 

○臨時議長（小山忠之議員） １０番 中村憲一議員。 

○１０番（中村憲一議員） 当組合議会の議長は、今まで富士市選出議員のうちから選出

をしております。今回も同様に、議長は富士市選出議員のうちから選出願いたく、富士市

議員さんのご相談により指名推選されますよう、お取り計らい願います。 

○臨時議長（小山忠之議員） ただいまお聞きのとおり、議長については富士市選出議員

のうちから選出願い、選挙の方法は指名推選で行われたいとのご意見がありました。さよ

う決してご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、議長については富士市選出議員のうちから選出願い、選挙の方法は

指名推選で行うことに決しました。 

 それでは、富士市選出の議員の方々はご相談を願います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時３分 休 憩 

午前１０時８分 再 開 

○臨時議長（小山忠之議員） それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 では、どなたかご相談の結果のご報告をお願いいたします。 

○６番（佐野智昭議員） 議長。 

○臨時議長（小山忠之議員） ６番 佐野智昭議員。 

○６番（佐野智昭議員） 富士市議会の議員で検討させていただきまして、引き続き松本

貞彦議員にお願いしたいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（小山忠之議員） お聞きのとおり、議長に１番松本貞彦議員をとのご推薦が

ありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま推薦されました松本貞彦議員を議長の当選人と定めることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって松本貞彦議員が議長に当選をされました。 

 ただいま当選をされました松本貞彦議員が議場におられませんので、本席から会議規則

第１８条第２項の規定による告知を、後日、本人に文書でいたします。 

 ここで議長選挙後の議事日程を職員に配付いたさせますので、暫時休憩いたします。 

午前１０時１０分 休 憩 

午前１０時１１分 再 開 

○臨時議長（小山忠之議員） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

日程第１ 副議長選挙について 

○臨時議長（小山忠之議員） 日程第１ 岳南排水路管理組合議会副議長選挙を行いま

す。 
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 副議長選挙の方法についてご意見を求めます。 

○１０番（中村憲一議員） 議長。 

○臨時議長（小山忠之議員） １０番 中村憲一議員。 

○１０番（中村憲一議員） 副議長につきましても、議長と同様に富士市選出議員から選

出されておりますので、今回もそのようにお願いをしたいと思います。 

 なお、選挙の方法につきましても、指名推選によりお願いいたします。 

○臨時議長（小山忠之議員） ただいまお聞きのとおり、副議長については富士市選出議

員のうちから選出を願い、選挙の方法は指名推選で行われたいとのご意見がありました

が、さよう決してご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって副議長選挙については富士市選出議員のうちから選出願

い、選挙の方法については指名推選で行うことに決しました。 

 それでは、富士市選出議員の方々はご相談を願います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１２分 休 憩 

午前１０時１５分 再 開 

○臨時議長（小山忠之議員） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 それでは、どなたか、ご相談の結果をご報告願います。 

○９番（萩野基行議員） 議長。 

○臨時議長（小山忠之議員） ９番 萩野基行議員。 

○９番（萩野基行議員） 今、富士市議会の議員にて相談させていただきました。その結

果、杉山諭議員を推薦いたします。 

○臨時議長（小山忠之議員） ただいまお聞きのとおり、副議長に７番杉山諭議員をとの

ご推薦がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま推薦されました７番杉山諭議員を副議長の当選人と定めることにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま推薦されました杉山諭議員が副議長に当選され

ました。 

 ただいま当選されました杉山諭議員が議場におられますので、本席から会議規則第１８
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条第２項の規定による告知をいたします。 

 杉山諭議員、副議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

○７番（杉山 諭議員） 議長。 

○臨時議長（小山忠之議員） ７番 杉山諭議員。 

○７番（杉山 諭議員） ただいまご推薦いただきました杉山諭です。本議会が活発に、

さらに円滑に進みますよう、議長を補佐してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。（拍手） 

○臨時議長（小山忠之議員） 副議長就任の挨拶を終わります。 

 これで私の臨時議長の職務を終わらせていただきます。 

 副議長、議長席へお着き願います。 

（副議長、議長席に着席） 

○副議長（杉山 諭議員） それでは、議長が欠席しておりますので、地方自治法第 

１０６条第１項の規定により、副議長の私が議長の職務を行います。よろしくお願いいた

します。 

 お手元に配付いたしてあります議事日程に従い、会議を続けます。 

日程第１ 議席の指定 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第１ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条の規定により、議長において指定いたします。 

 議席については、ただいまご着席願っております議席とし、その番号及び議員氏名を局

長から報告いたさせます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） それでは、議席の番号及び議員氏名をご報告いたします。 

  １番 松 本 貞 彦 議 員    ２番 小 山 忠 之 議 員 

  ３番 前 島 貞 一 議 員    ４番 須 藤 秀 忠 議 員 

  ５番 小 松 快 造 議 員    ６番 佐 野 智 昭 議 員 

  ７番 杉 山   諭 議 員    ８番 山 下 い づ み 議 員 

  ９番 萩 野 基 行 議 員   １０番 中 村 憲 一 議 員 

 以上でございます。 

○副議長（杉山 諭議員） 報告を終わります。 

 ただいま報告いたしましたとおり、議席を指定いたします。 
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日程第２ 会議録署名議員の指名 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第２ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第

３５条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に、 

３番   前 島 貞 一 議 員 

５番   小 松 快 造 議 員 

 以上２名を指名いたします。 

日程第３ 会期の決定 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第３ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） お許しを得ましたので、本定例会に上程いたします議案の審

議に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、本組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私

ともに大変ご多忙な中ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 このたび、本組合議会議員の任期が去る９月３０日に満了となったことに伴い、富士、

富士宮両市に組合議員の選挙をお願いいたしましたところ、本組合議会の前任議員の方、

あるいは岳南排水路について特にご造詣の深い方が選出されましたことはまことにご同慶

の至りでございます。 

 また、先ほどの正副議長選挙におきまして、議長に松本貞彦議員、副議長に杉山諭議員

が当選をされ、まことにおめでとうございます。 

 今後とも岳南排水路の管理運営につきまして、なお一層のご理解とご協力をお願い申し

上げる次第であります。 

 それでは、本定例会にご提案申し上げ、ご審議を賜ります議案の大要につきましてご説

明申し上げますが、詳細につきましては、後刻、事務局から説明させますので、あらかじ

めご了承いただきたいと存じます。 



 8

 最初に、報第１号専決処分の報告についてでございますが、平成２９年８月１８日に発

生しました公用車による交通事故の損害賠償の額の決定及び和解につきまして、専決処分

をいたしましたので報告をするものでございます。 

 次に、認第１号平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであり

ますが、歳入が６億３,７４５万円余、歳出が５億９,７３０万円余であります。歳入を前

年度と比較しますと１,７７３万円余、率にしまして２.９％の増となっております。これ

は使用料及び繰越金などが増加したことによるものです。 

 使用料収入の基礎となります排水量の動向でございますが、平成１６年度から続いたマ

イナス基調が、平成２９年度にて、わずかではありますがプラスに転じ、現在の排水量

も、若干ではございますが、前年度を上回って推移しております。 

 次に、歳出でありますが、前年度と比較しますと１,９８８万円余、率にしまして 

３.４％の増となっております。これは、施設維持改良費及び積立金は減少しております

が、総務管理費及び施設管理費が増加したことによるものでございます。 

 なお、全ての事業は、計画どおり執行することができました。今後も当地域の産業振興

と生活環境の調和のため、施設の維持管理になお一層の努力をしてまいる所存でございま

す。 

 次に、議第３号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ３,０１５万９,０００円を追加し、 

６億６,０１５万９,０００円とするものでございます。これは、歳入におきまして、平成

２９年度の決算確定に伴い、前年度繰越金の追加、また、歳出におきましては、調整予算

として予備費に追加措置するものでございます。 

 次に、議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例制定についてでありますが、本案は、富士市職員の給与に関する条例が改正さ

れ、引用する規定が削除されたことに伴い、その引用を整理するものでございます。 

 議第５号でございますが、この案件は人事案件でございますので、後刻、上程されまし

た際、改めてご説明いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 以上、上程案件につきまして、極めて主要点のみ申し上げましたが、よろしくご審議の

上、適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わらせてい

ただきます。 

 以上です。 

○副議長（杉山 諭議員） 発言を終わります。 

 引き続きまして、副管理者から、本会議に説明のため出席しております職員の紹介があ
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りますので、発言を許します。 

○副管理者（仁藤 哲君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 副管理者。 

○副管理者（仁藤 哲君） それでは、お手元に配付いたしてございますが、私から本定

例会に説明員として出席いたしております職員の紹介を申し上げます。 

 まず、事務局から紹介させていただきます。 

 局長の渡辺孝。 

○局長（渡辺 孝君） 渡辺です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（仁藤 哲君） 参事兼施設課長の田中秋仁。 

○参事兼施設課長（田中秋仁君） 田中です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（仁藤 哲君） 総務課長の髙野新次。 

○総務課長（髙野新次君） 髙野でございます。よろしくお願いします。 

○副管理者（仁藤 哲君） 次に、当管理組合の構成市の関係部長として、富士市から上

下水道部長の山田教文。 

○富士市上下水道部長（山田教文君） 山田です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（仁藤 哲君） 同じく産業経済部長の成宮和具。 

○富士市産業経済部長（成宮和具君） 成宮です。よろしくお願いいたします。 

○副管理者（仁藤 哲君） 富士宮市から水道部長の惟村克巳。 

○富士宮市水道部長（惟村克巳君） 惟村でございます。よろしくお願いします。 

○副管理者（仁藤 哲君） 私は副管理者の仁藤哲でございます。 

 以上で紹介を終わります。 

○副議長（杉山 諭議員） 発言を終わります。 

日程第４ 報第１号 専決処分の報告について 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第４ 報第１号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

 当局の報告を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました報第１号専決処分の報告についてご説明

申し上げます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に



10

基づき、専決処分を行った２件の損害賠償の額の決定及び和解について、同条第２項の規

定により報告するもので、２件は同一の交通事故によるものでございます。 

 議案書の５ページ及び６ページをごらんください。事故発生箇所の位置図と事故の詳細

図を添付してございます。本件事故は、平成２９年８月１８日金曜日、午後２時１０分ご

ろ、富士市依田橋地先の信号機のない交差点において、職員の運転する公用車が、国道 

１３９号線を南側へ横断するため、停止線にて一時停止し、左右確認を行ったものの、再

度発進する際に、進行方向右側の確認を怠り、交差点に進入したために、優先道路である

国道１３９号線を東進する相手方乗用車が、公用車運転席横側に衝突した交通事故でござ

います。このため、過失割合は、管理組合側が９割、相手側が１割となっております。 

 この事故による損害でございますが、物損としましては、公用車側は運転席側ドア等、

相手方の車両はフロントバンパー等が損傷いたしました。人身につきましては、公用車側

は運転職員及び同乗職員の２名、相手方車両におきましては、運転者及び同乗者の２名が

負傷したものであります。相手方のけが等の状況でございますが、お２人とも腰に痛みが

あるとのことで、整形外科と接骨院を受診しておられましたが、お２人とも無事回復さ

れ、同年１２月１日をもって治療は終了したとの報告を受けております。 

 それでは、議案書の３ページをお願いいたします。こちらは専第１号として、相手方車

両を運転されていた方への賠償及び和解金額等を記載してございます。相手方への賠償及

び和解金額は１３６万６,４３３円で、次の４ページに詳細な負担割合を示しております。 

 なお、物損に係る賠償金は、全て全国市有物件災害共済会の共済金にて、また、人身に

係る賠償金は、全て公用車が加入していた自賠責保険の保険金で賄っております。 

 続いて、８ページをお願いいたします。こちらは専第２号として、相手方車両に同乗さ

れていた方への賠償及び和解金額等を記載してございます。相手方への賠償及び和解金額

は７５万２,９１０円で、次の９ページに詳細な負担割合を示してございます。 

 なお、全て人身に係る損害に対するもので、賠償金は全て公用車が加入していた自賠責

保険の保険金で賄っております。 

 最後になりますが、このような交通事故が発生し、大変申しわけなく思っております。

交通事故につきましては、当組合でも富士市と同様に交通ＫＹＴを実施し、職員の交通安

全意識を高めるとともに、日常においても安全運転を心がけるよう指導しておりました

が、今後はさらなる注意喚起を行っていく所存です。 

 説明は以上です。 

○副議長（杉山 諭議員） 当局の報告を終わります。 

 これから報第１号について質疑に入ります。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑もないようでありますので、質疑を終わります。 

 以上で報第１号専決処分の報告についての報告を終わります。 

     日程第５ 認第１号平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

          決算認定について 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第５ 認第１号平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 決算内容について、当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました認第１号平成２９年度岳南排水路管理組

合会計歳入歳出決算認定についてご説明を申し上げます。 

 決算書の１ページをお願いいたします。平成２９年度の歳入歳出決算は、歳入総額 

６億３,７４５万９,６７５円、歳出総額５億９,７３０万６１７円、歳入歳出差引残額 

４,０１５万９,０５８円でございます。 

 先ほど管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきま

す。なお、詳細につきましては、表紙が薄緑色の事業報告書をあわせてご参照いただきま

すようお願い申し上げます。 

 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づき、歳入からご説明いたしますので、決

算書の６ページ、７ページ、あわせて事業報告書の９ページから１４ページをごらんくだ

さい。 

 １款使用料及び手数料は、予算現額４億５,９３３万９,０００円に対し、調定額、収入

済額ともに４億６,３５８万２,３３６円となっております。なお、歳入総額に占める使用

料及び手数料の割合は７２.７％となっております。 

 そのうち１項１目１節使用料は、調定額、収入済額ともに４億６,３３４万１,７４７円

で、不納欠損額、収入未済額はございませんでした。 

 また、補正ですが、使用料収入が当初見込みよりもふえていることから、１,５００万円

の増額補正を行っております。 

 次に、この使用料の算定基礎となる許可排水量及び実績排水量についてご説明いたしま

すので、事業報告書の１５、１６ページ、別表－３をごらんください。 

 まず、使用工場数ですが、前年度と同様８６工場で、そのうち休止工場は１０工場とな
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っております。 

 基本料金の算定基礎となる許可排水量は、表の右上、太枠内に記載してありますよう

に、日量１１１万８,８３５立方メートルで、前年度に比較して１万１,９９４立方メート

ルの減となっております。これは、年度中に４工場で６,０６４立方メートルの増量があり

ましたが、一方では４工場で１万８,０５８立方メートルの減量があったことによるもので

す。 

 また、従量料金の算定基礎となる実績排水量は、表の右下、太枠のＡに記載してありま

すように、年間２億４,１１９万９,７６４立方メートルで、前年度に比較して 

４１２万６８３立方メートル、１.７％の増となっております。 

 なお、Ｂの４億６,３３４万１,７４７円は、基本料金と従量料金を合わせた年間使用料

収入となり、前年度と比較して３８５万２,２１０円の増となっております。 

 決算書の６、７ページにお戻りください。２款財産収入ですが、１項財産運用収入１目

利子及び配当金は、岳南排水路基金及び職員退職手当基金の運用に伴う利子収入で、予算

現額５,６２４万１,０００円に対し、調定額、収入済額はともに５,６２３万４,４８８円

となっております。このうち岳南排水路基金における国債などの債券利子が 

５,６２１万５,６９２円、大口定期預金の運用利子によるものが１万８,７９６円でござい

ます。 

 また、補正ですが、岳南排水路基金の債券の買いかえによる利子増などにより 

６６２万１,０００円の増額を行っております。 

 次の３款繰入金は、岳南排水路基金及び職員退職手当基金からの繰り入れで、予算現額

７,４９８万９,０００円に対し、調定額、収入済額はともに７,４９６万８,７５４円でご

ざいます。 

 補正ですが、使用料収入及び前年度繰越金が当初見込みより多いことから、１目岳南排

水路基金において３,１００万円の減額補正を行っております。 

 次の４款繰越金は、前年度の決算確定に伴い、３,２３０万６,０００円の増額補正を行

い、予算現額は４,２３０万６,０００円、調定額、収入済額はともに 

４,２３０万６,３７３円となっております。 

 ８、９ページをお願いいたします。５款諸収入ですが、２項雑入は、予算現額５万円に

対し、調定額、収入済額はともに２９万９０４円で、これは主として、保険事業に係る事

務手数料でございます。 

 １０、１１ページをお願いいたします。歳出になります。 

 なお、事業報告書の１７ページから２２ページをあわせてごらんください。 
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 まず、１款議会費ですが、予算現額３１万５,０００円に対し、支出済額は 

２３万８,９５４円で、執行率は７５.９％、７万６,０４６円が不用額となっております。

内訳は、備考欄の報酬費１９万６,０００円及び事務局運営経費４万２,９５４円で、定例

会２回の議会開催にかかる所要経費でございます。 

 次の２款総務費ですが、予算現額５億５,７９７万８,０００円に対し、支出済額は 

５億３,０８２万７,１７５円で、執行率は９５.１％、２,７１５万８２５円が不用額とな

っております。 

 このうち、１項１目一般管理費は、予算現額１億６,１５２万５,０００円に対し、支出

済額は１億６,０５２万３,５４４円で、執行率は９９.４％、１００万１,４５６円が不用

額となっております。 

 内訳ですが、給与費は一般職１２人にかかる人件費など１億２,７２８万７,８３８円

で、歳出総額の２１.３％を占めております。 

 また、人事管理費６７８万３,１７４円は、臨時職員の賃金、職員研修及び職員厚生費等

の経費で、事務管理費８８１万５,０３２円は事務運営経費、そして財産管理費 

７６６万４,４００円は、庁舎、車両及び用地管理にかかる所要経費でございます。 

 次の公租公課費９９７万３,１００円は消費税となります。 

 補正につきましては、給与改定に伴う給与費の増、負担金率の改正等に伴う共済費の増

などにより、６６１万７,０００円の増額を行っております。 

 また、予備費からの流用ですが、平成２８年度決算の確定により、消費税の不足額とし

て公課費へ６３０万６,０００円を充用しております。 

 次の１２、１３ページをお願いいたします。２項施設管理費ですが、１目排水管理費

は、予算現額１７２万円に対し、支出済額は１５６万３,０８４円で、執行率９０.９％、

１５万６,９１６円が不用額となっております。 

 備考欄をごらんください。水質調査費の３５万８,７４５円は、各路線の水質調査にかか

る経費で、次の硫化水素調査費１２０万４,３３９円は、管路施設保全のための硫化水素調

査にかかる経費でございます。 

 続いて、２目下水道管理費は、予算現額５,１４０万１,０００円に対し、支出済額は 

４,９７４万７,５１７円で、執行率は９６.８％、不用額は１６５万３,４８３円となって

おります。 

 備考欄をごらんください。排水量管理費１３６万５,５０８円は、使用料金の算定根拠と

なる排水量の調査にかかる所要経費でございます。 

 次の下水道維持費４,８３８万２,００９円は、管路施設の維持に要する経費で、維持補
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修費は人孔整備工事など２２件に１,９７１万９,６００円を執行し、保守点検費は管内点

検作業委託など１３件に２,７３４万１,８２０円を執行しております。また、下水道管理

事務費１３２万５８９円は、管理事務にかかる所要経費でございます。 

 次に、３目ポンプ場管理費は、予算現額３,７３６万７,０００円に対し、支出済額は 

３,５２１万３,７４２円で、執行率は９４.２％となり、２１５万３,２５８円が不用額と

なっております。 

 備考欄の維持補修費は、今泉ポンプ場場内の樹木管理等に６４万９,０８０円を執行し、

保守点検費は、ポンプ場運転管理業務委託等３件に３,１４７万２,３２３円を執行いたし

ました。ポンプ場管理事務費３０９万２,３３９円は、主として電気料及び工業用水使用料

など主ポンプ運転にかかる経常的な経費となります。 

 次に、３項１目施設改良費は、予算現額３億５９６万５,０００円に対し、支出済額は 

２億８,３７７万９,２８８円で、執行率は９２.７％、不用額は２,２１８万５,７１２円と

なっております。この科目は、施設の維持保全対策のための改良事業に要する経費で、歳

出総額の４７.５％を占めております。 

 備考欄をごらんください。管渠施設費のうち保全対策事業費では、管渠改築実施設計な

どの業務委託４件と、管更生などの工事１３件に２億１,０１６万１,５２０円を執行いた

しました。 

 また、管渠施設事務費は、管渠の施設改良における所要経費で１２１万９,３４０円を執

行しております。 

 次のポンプ場施設費では、保全対策事業費として２号主ポンプ分解点検作業委託に 

７,２３６万円を執行いたしました。 

 １４、１５ページをお願いいたします。次に、３款公債費でございます。予算現額１万

円ですが、年度中の資金計画が順調に推移したため、借り入れの必要がなく、未執行とな

っております。 

 続いて、４款諸支出金でございます。１項１目岳南排水路基金積立金は、予算現額 

６,１２２万４,０００円に対し、支出済額は６,１２２万３,４８０円、執行率は 

９９.９％、不用額は５２０円となっております。 

 内訳ですが、基金運用による利子収入５,６２２万３,４８０円と新たに５００万円を積

み立てたものです。 

 補正ですが、新たに５００万円を積み増しし、債券買いかえによる利子の増分 

６６０万５,０００円と大口定期預金の利子見込額６,０００円を加え、 

１,１６１万１,０００円を増額しております。 
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 次の２目職員退職手当基金積立金は、予算現額５０１万７,０００円に対し、支出済額は

５０１万１,００８円、不用額は５,９９２円でございます。 

 内訳ですが、基金運用による利子収入１万１,００８円と、基金積立金５００万円でござ

います。 

 補正ですが、大口定期預金利率の増による運用益金１万円の増額を行っております。 

 基金の年度末現在高でございますが、事業報告書の２８ページ、別表－５をごらんくだ

さい。岳南排水路基金の決算年度末現在高は、表の右太枠に記載してありますが、 

３４億１,６５３万２,０３９円でございます。このうち、国債、政府保証債及び地方債等

の購入金額は、ページ中段の基金預金状況の表中、下から２行目の右側に括弧書きで記載

してございます額面総額３３億円の債券を３２億５,４０８万３,２９４円で購入しており

ます。 

 また、２、職員退職手当基金でございますが、決算年度末現在高は 

４,９５９万６,８１２円でございます。 

 決算書の１４、１５ページにお戻りを願います。５款予備費でございますが、予算現額

は８３８万３,０００円で、同額が不用額となっております。 

 補正ですが、補正第１号で、予算調整のため３,２３０万６,０００円を増額し、補正第

２号では、岳南排水路基金への積み増し等のため２,７６１万７,０００円を減額したこと

により、差し引き４６８万９,０００円の増額補正を行っております。 

 なお、予備費からの充用でございますが、平成２８年度決算の確定により、消費税の不

足額として公課費へ６３０万６,０００円を充用しております。 

 次の１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額は

６億３,７４６万円、歳出総額は５億９,７３０万１,０００円、歳入歳出差引額は 

４,０１５万９,０００円となり、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、同額が実

質収支額でございます。 

 続いて１７ページ、財産に関する調書をお願いいたします。１、公有財産、（１）土地及

び建物において、財産台帳を精査しましたところ、天間地先において管路施設用地 

８.６６平方メートルの二重計上が確認されたことから、地積８.６６平方メートルを減

じ、管路施設用地の決算年度末現在高を１３,０１５.２７平方メートルに訂正したもので

ございます。 

 次の１９ページの下段、（２）物権につきましては、決算年度中の増減はございませんで

した。 

 続いて、２１、２２ページです。２、物品でございます。取得価格１件３０万円以上の
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物品の年度中の増減はございませんでした。 

 ２３、２４ページをお願いいたします。３の施設（管きょ）でございますが、決算年度

中の増減はありませんでした。 

 ２５ページをお願いいたします。４の基金でございますが、岳南排水路基金は、先ほど

ご説明をいたしましたとおり、年度中１,１２２万３,４８０円の増額となり、年度末の現

在高は３４億１,６５３万２,０３９円となりました。職員退職手当基金は、年度中、 

１,９９５万７,７４６円の減額となり、年度末の現在高は４,９５９万６,８１２円でござ

います。 

 以上、認第１号平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算についてご説明をさ

せていただきましたが、ご審議の上、認定いただきますようお願いいたしまして、説明を

終わらせていただきます。 

○副議長（杉山 諭議員） 当局の説明を終わります。 

 次に、監査の結果について、山田監査委員の報告を求めます。 

○監査委員（山田充彦君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 山田監査委員。 

○監査委員（山田充彦君） ご指名がありましたので、平成２９年度岳南排水路管理組合

会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査結果についてご報告申し上げます。 

 審査は平成３０年８月２日に実施いたしました。 

 審査に当たりましては、歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、基

金運用状況及び会計書類が地方自治法等関係法令に準拠して作成されているか確認すると

ともに、決算数値の照合を行い、あわせて関係職員から説明を聴取して審査を行いまし

た。その結果、決算書及び附属関係書類等は、いずれも関係法令に準拠して作成されてお

り、計数は関係諸帳簿と符合し、また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につ

きましても適正であり、事務事業の執行も所期の目的に沿ったものと認められました。 

 これらの審査結果につきましては、お手元に配付いたしてあります平成２９年度岳南排

水路管理組合会計決算審査意見書にお示ししてありますので、ご参照くださるようお願い

いたします。決算数値の詳細につきましては、先ほど事務局より説明がありましたので、

私からは省略させていただきます。 

 使用工場の多くを取り巻く紙産業の状況でございますが、人口減少や電子化などの影響

により、依然として厳しい経営環境に置かれているものの、生活必需品である衛生用紙や

通販用途などの段ボール原紙は堅調に推移しており、使用料収入の基礎となる実績排水量

年度累計におきましても、平成１６年度から続いたマイナス基調が、平成２９年度は、わ
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ずかではありますが、プラスに転じています。 

 また、富士市におきましては、研究開発用ＣＮＦ製造設備整備費補助金を平成３０年度

に創設するなど、ＣＮＦを軸とする新産業創出に向けた施策が展開されており、地域産業

の活性化に向けた取り組みが進められております。 

 こうした中、岳南排水路施設の多くが耐用年数を迎えるに当たって、延命化及び耐震化

事業に多額の経費を要することから、今後も、財源不足を基金の取り崩しにより補うとい

う厳しい財政状況は続くものと思われます。そのため、引き続きコスト意識を持ち、歳出

の経費の節減に努め、限られた財源の中で健全な事業執行を図ると同時に、将来を見据え

た管理運営に努められることを要望いたします。 

 以上をもちまして、平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算及び基金運用状

況等の審査の報告といたします。 

○副議長（杉山 諭議員） 監査委員の報告を終わります。 

 これから認第１号について質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 認第１号平成２９年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算については原案どおり認定

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 

     日程第６ 議第３号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算 

          について（第１号） 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第６ 議第３号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました議第３号平成３０年度岳南排水路管理組
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合会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 議案書の１４ページをお願いいたします。平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予

算（第１号）は、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０１５万９,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億６,０１５万９,０００円とする

ものでございます。 

 先ほど管理者から総括説明がありましたので、直ちに内容説明に入らせていただきま

す。 

 議案書の１８、１９ページをお願いいたします。２、歳入でございます。４款１項１目

前年度繰越金は、決算確定に伴い、補正前の額１,０００万円に３,０１５万９,０００円を

増額し、４,０１５万９,０００円とするものでございます。 

 続きまして、３、歳出でございますが、５款１項１目予備費は、補正前の額５００万円

に３,０１５万９,０００円を増額し、３,５１５万９,０００円とするものでございます。

これは年度の途中でありますので、調整予算として補正をお願いするものでございます。 

 以上、議第３号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）につきまして

ご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（杉山 諭議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第３号について質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第３号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）については原案どお

り決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第３号は原案どおり可決されました。 

     日程第７ 議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 

          関する条例の一部を改正する条例制定について 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第７ 議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 
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 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） それでは、議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 

 議案書の２０ページから２１ページ、あわせて、黄色の表紙、議案参考資料の１ページ

から２ページをごらんください。 

 本案は、岳南排水路管理組合職員の給与に関する条例第３条の規定により、その例によ

ることとされる富士市職員の給与に関する条例附則第１２項が削除され、特定職員の給料

等１.５％の減額措置が平成３０年３月３１日をもって廃止となったことに伴い、この附則

第１２項を引用し、当該減額措置を受ける職員が介護休暇を取得した際の給与減額につい

て規定する本条例附則第９項を削除するものです。 

 なお、引用元の規定は既に削除されておりますので、職員への影響が生じることはござ

いません。 

 附則ですが、この条例の施行日を公布の日とするものであります。 

 以上で議第４号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（杉山 諭議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第４号について質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第４号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例制定については原案どおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第４号は原案どおり可決されました。 

     日程第８ 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

          を求めることについて 

○副議長（杉山 諭議員） 日程第８ 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につ
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き同意を求めることについてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、５番小松快造議員の退席を求めます。 

（５番 小松快造議員 退席） 

 本案について、管理者の説明を求めます。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○副議長（杉山 諭議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求

めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 このたびご同意を賜りたい監査委員は、議会議員のうちから選出される委員でございま

す。 

 先般、管理組合議会議員の任期満了に伴い、同時に議員のうちから選出される監査委員

が欠員となっております。これによりまして、組合規約第１１条第２項の規定により、後

任委員を選任したく、ご同意を得ようとするものであります。 

 ご提案申し上げました富士宮市北山２２９９番地の５、小松快造氏でございますが、こ

れまで富士宮市議会産業都市委員会委員長、決算審査特別委員会委員長、予算審査特別委

員会副委員長などの要職を歴任、前監査委員であり、人格高潔にして、地方自治はもとよ

り、財務管理、行政運営にも精通されております。本委員として適任であると認められま

すので、何とぞご同意を賜りますよう議員各位にお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

 以上であります。 

○副議長（杉山 諭議員） 説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は人事に関することでありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。 

 議第５号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求めることについては原案ど

おり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり同意されました。 

 ５番小松快造議員の入場を求めます。 

（５番 小松快造議員 入場） 
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 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時５分 閉 会 
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